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転倒災害防止対策等説明会
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令和６年11月26日(火)午後３時 ～
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挨拶
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転倒災害防止対策について
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令和４年（2022年）

休業４日以上の死傷災害

210件

死亡災害

３件

令和９年（2027年）（目標値）

休業４日以上の死傷災害

200件

死亡災害

２件

室蘭労働基準監督署



令和６年度 室蘭労働基準監督署スローガン

「いぶりの地から安全宣言

みんなで守ろう快適職場」





死亡労働災害事例（室蘭労働基準監督署管内）

転倒
605件

32％

墜落・転落
279件
14.8％

合計
1887件

※ 新型コロナウイルスを除く



平成26年～令和５年 転倒災害 月別発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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平成26年～令和５年 転倒災害 年代別発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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冬季の転倒災害防止
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積雪が十分ある状況で気温が上昇してプラスになり、その後気温がマイナスに低
下した場合や、真冬に雨が降り、その後気温がマイナスに低下した場合には、つる
つる路面が形成されやすく、転倒災害が発生しやすくなることから、気象情報を事
前に把握し、路面の状況に応じて砂をまく等の対策や転倒の注意喚起を行いましょ
う。

凍結路面
再凍結した場所
除雪機械等が通過した直後の
つるつる路面
交差点の手前（横断歩道）
薄っすらと雪が積もった道路
屋外階段

こんな場所は要注意！

労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」



４Ｓ活動
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転倒・転落災害等の労働災害防止に効果のある日常の活動として、
４Ｓ活動があります。4S（整理・整頓・清掃・清潔）の意味は次の通
りです。

整理：必要な物と不要な物に分け、不要な物を処分すること。

整頓：必要な時に必要な物をすぐ取り出せるように、わかりやすく安

全な状態で位置させること。

清掃：身の回りをきれいにして、衣服や作業場のゴミや汚れを取り除

くこと。

清潔：整理・整頓・清掃を繰り返し、衛生面を確保し、快適な状態を

実現・維持すること。



４Ｓ活動
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転倒・転落災害等の労働災害防止に効果のある日常の活動として、
４Ｓ活動があります。4S（整理・整頓・清掃・清潔）の意味は次の通
りです。

整理：必要な物と不要な物に分け、不要な物を処分するこ

と。

整頓：必要な時に必要な物をすぐ取り出せるように、わか

りやすく安全な状態で位置させること。

清掃：身の回りをきれいにして、衣服や作業場のゴミや汚

れを取り除くこと。

清潔：整理・整頓・清掃を繰り返し、衛生面を確保し、快

適な状態を実現・維持すること。
労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」



４Ｓ活動の整理の進め方

14

 不要な物の廃棄基準の判断がつかない時に要不要

を判断する責任者を決める。

 4Sゾーン（区域）ごとに、所属従業員全員が掃

除し、不要な物を廃棄する（定期的に行う）。

 安全衛生推進者等が定期的に巡回して整理の状況

をチェックする。

 チェック結果により改善し、必要に応じて廃棄基

準を見直す。

労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」



４Ｓ活動の整頓の進め方
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 現状を把握する（物の種類、置き場所、置き方、

使 用時の移動距離）。

 置き場所、置く物の種類、必要数量を決定する

（種類、量とも絞り込み、移動距離を短くするこ

と）。

 置き場所ごとの管理担当者を決める。

 取り出しやすく、しまいやすい置き方を決める。

 以上のルールに従って整頓する。

 定期的にチェックし、必要に応じて改善する。労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」



転倒予防の取り組み（厚生労働省ＨＰ）
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厚生労働省では啓発資料・リーフ

レット・動画を右のようにＨＰに

掲載しております。

リーフレット等は次のＵＲＬ又は

ＱＲコードからダウンロードでき

ます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000011

1055.html

労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
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転倒予防の取り組み（厚生労働省ＨＰ）
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労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-
kankei/saigai/_119991.html

北海道労働局ＨＰにも転倒災害防止対策の特設

ページがあります。当該ページには右のＵＲＬ又

はＱＲコードから確認できます。

高年齢労働者の健康や体力状況の把握として右

の転倒等リスク評価セルフチェックがあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/_119991.html
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安全衛生関係書類の一部

電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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Gビズ
…行政システムにアクセスする認証システム

（つまり？）各省庁で行っている申請にGビズ IDを
使用することで申請を行うことができる

死傷病報告
健康保険
各種手続

３６
協定

労災保険
概算保険料
申告

e-GOV

厚生労働省

Gビズ ID

経済産業省
社会保険関係

デジタル庁

e-GOV
…行政システムを申請するポータルサイトそのもの

（つまり？）e-GOVにログインすればサイト内で各種電子申
請を行うことができる

〈急に知らない単語が出てきたけど……そもそもGビズとかe-GOVって何？



Gビズ ID



e-GOV



安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について

56



安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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安全衛生関係書類の一部 電子申請義務化について
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メンタルヘルス対策

について

60



労働者のメンタルヘルスの現状

労働者の が

何らかのストレスなどを
抱えている。

↑ 厚生労働省「令和５年版過労死等防止対策白書」より引用

２人に１人



労働者が感じるストレス等の内容

↑ 厚生労働省「令和５年版過労死等防止対策白書」より引用

■仕事の量・・・（例）労働時間の増加⇒長時間労働⇒
■対人関係・・・（例）上司・同僚・部下と合わない

⇒いじめ・嫌がらせ⇒

過労死

メンタルヘルス不調



いじめ、嫌がらせに関する相談の割合

↑ 厚生労働省「令和５年版過労死等防止対策白書」より引用

民事上の個別労働紛争

（労働基準法等の適用範囲外の

職場における労使間トラブル）のうち、

が
に関するもの

※令和４年４月以降、

改正労働施策総合推進法に規定する

職場におけるパワーハラスメントに関する

相談は左図には計上されていない。

約４分の１ いじめ・嫌がらせ



精神障害の労災認定件数と時間外労働

↑ 厚生労働省「令和５年版過労死等防止対策白書」より引用

※精神障害の
労災認定件数
⇒ に

を更新
令和４年度

過去最高

※認定された事案の
時間外労働時間数
⇒ が約４分の１

６０時間以上



職場におけるメンタルヘルス対策の必要性①

できな
い。

■職場におけるメンタルヘルス対策を行わなかった場合

□メンタルヘルス不調者の発生を することが

□メンタルヘルス不調者の発生に、労使双方が

□メンタルヘルス不調者に対する や への支援が

気づくことができない。

予防

適切な対応

できない。

職場復帰 できない。

■その結果・・・

□メンタルヘルス不調者が してしまう。

→離職した労働者の仕事を他の労働者が負担することで、全体の する。

→                                             につながる。

離職

負担が増加

新たなメンタルヘルス不調者の発生



職場におけるメンタルヘルス対策の必要性②
■最悪の場合・・・

□ うつ病などの精神障害の発病

□ 自殺

■事業者が負う責任

□ 社会的責任 → 悪い意味で、社会からの注目を集めてしまう。信用の失墜。

□ 民事的責任 → 安全配慮義務違反による損害賠償の請求。

□ 刑事的責任 → 労働基準法・労働安全衛生法違反による罰則の適用。

⇒ 労働者にとっても、事業者にとっても、誰のメリットにもならない。



メンタルヘルス対策の取り組みの実施にあたって

何よりも大切なことは、

□ メンタルヘルス対策の取り組みの重要性を理解

すること。

□ メンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の

意思を表明すること。

事業者が

事業者が



職場で求められるメンタルヘルス対策

■メンタルヘルス対策として挙げられる主な取組み※

□衛生委員会等での調査審議の実施

□心の健康づくり計画の策定

□メンタルヘルス推進担当者の選任

□メンタルヘルス教育研修の実施

□職場環境等の把握と改善

□ストレスチェック制度の導入

□パワーハラスメント防止対策への取組みの実施

□職場復帰支援プログラムの作成

※ 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（メンタルヘルス指針）に基づく取組み内容



無料で
利用できます
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お疲れ様でした。


